
（注）輸送の安全に係る行政処分を受けた場合には、法令に基づき遅滞なく警告書等（写）、改善報告書（写）を社内及び営業所等に掲示等により公表すること。

● 社内への周知方法

● わが社の事故防止のための安全方針

・輸送の安全確保が最重要である事を認識させる
・法令を遵守し、安全管理体制の構築に努める
・安全に関する計画の策定及び確実な実施。意見を聴取し、対策を見直し輸送の安全性の向上を図る

掲示することにより周知徹底を図り、更なる安全運行に徹する

安全目標　「無事故・無違反」　　　事故・違反の削減！

・運行管理者会議　・乗務員教育をｅランニングに変更　・労基に関する指導の実施　・外部安全運転講習
受講　　　　　　　　・運輸安全マネジメントセミナー受講　・ドライブレコーダーを活用した安全運転指導　・
安全投資の遂行　　　　　　　　・ﾋﾔﾘﾊｯﾄ、ｷｶﾞｶﾘ収集及び水平展開　　・運行管理者及び整備管理者 勉強
会の拡充

●わが社における安全に関する情報交換方法

● 安全方針に基づく目標

● 目標達成のための計画

・通達及び営業所への掲示による情報の水平展開と周知徹底

● わが社の安全に関する反省事項

代
表
者
名

● 反省事項に対する改善方法

・安全への投資不足　　・車両入替の進捗停滞

・2026年 安全のための投資計画を推進し、車両入替を遂行する

会
社
名

● わが社の安全に関する目標達成状況

● わが社の事故に関する情報

・車両故障1件発生　　　　・違反は無く目標達成

 ・自動車事故報告規則第２条に規定する事故　 　0　件

冨士交通株式会社 代表取締役　萩　文三男

日付：　　2026　年　4　月　1　日

運輸安全マネジメントの取り組み
2026年度（ 令和8年 4月 1日～ 令和9年 3月 31日）

毎年度等、下記の具体的な取組方策を営業所内へ掲示します。A

前年度の安全目標達成状況、自動車事故報告規則で定める事故に関する統計は公表しなけれ

ばなりません。B


